
平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 45 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

自家用有償旅客運送の実施主体の追加 

 

提案団体 

九州地方知事会、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

市町村やＮＰＯ等による自主運行も困難な地域において、地域の公共交通会議で認められた場合には、地域住

民の移動手段のために社会貢献的な活動として輸送サービスを行う商工事業者や、観光客の円滑な移動のた

めに輸送サービスを行う旅館事業者等の民間事業者を自家用有償旅客運送の実施主体に加える。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

昨今、路線バスのドライバー不足は深刻であり、路線バス事業者による労働環境改善に向けたダイヤの見直

し・運行本数の減便等が実施されているところ。また、路線バス事業者から利用者の減少による路線廃止の申し

出があった地域において、地元自治体が赤字補填による路線維持を求めたところ、ドライバー不足のため、断ら

れた事例もある。このように、人材不足が顕在化する中で、地元自治体は、限られた人的・物的資源の有効活

用を図るため、交通事業者以外の主体による輸送サービスの活用を検討する必要がある。その有効な手段とし

て、「自家用有償旅客制度」が考えられるが、事業主体が施行規則 48 条に限定列挙されており、全く活用でき

ない制度となっている。 

【懸念の解消策】 

国交省は、「自家用有償旅客制度は運送業が成り立たない地域において例外的に認められるものであることか

ら、非営利団体に限っている」としているが、自家用有償運送の制度において、その対価は実費の範囲内とされ

ており、営利を追求できるものとはないため、主体を非営利団体に限る必要はないと考える。また、法人格の違

い（営利、非営利）によって、輸送の質が変わることにはならないと考える。 

そこで、輸送サービスそのものによる利益を目的とせず、社会貢献活動としての位置づけで輸送サービスを行う

民間企業については、自家用有償運送の申請主体とすることを求めるもの。 

なお、自家用有償旅客制度の実施主体の登録にあたっては、各関係者が構成員となる公共交通会議等におけ

る合意が必要となるため、一定の正当性も担保できると考える。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

高齢者の移動目的の上位は通院・買い物であることから、病院や商工事業者等の民間企業が実施する送迎サ

ービスの需要は今後ますます増加すると考えられる。商工事業者等の民間企業を自家用有償運送の登録申請

主体とすることで、既存の送迎サービスを活用した公共交通の補完ができるため、交通空白地の解消に資す

る。 

また、公共交通が充実していない観光地においても、旅館事業者等の民間事業者の車両を有効活用すること

で、車両購入に係る初期費用を抑えることができることから、継続的な運営・運行が可能となり、旅行客の円滑

な移動を確保することができる。 

 



根拠法令等 

道路運送法第 78 条 

道路運送法施行規則第 48 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、山県市、島田市、南伊豆町、京都市、兵庫県、鳴門市、神山町、愛媛県 

 

○自家用有償旅客運送の運営を担うことのできる団体がないうえに、公共交通機関との調整も難しい。ノウハウ

のある公共交通事業者等も含め事業主体の拡大を図りたい。 

○当市北部山間地域は運行する路線バスの便数が少なく，将来的には撤退の恐れもある地域であり、今後新

たな交通手段の導入を本格的に検討しなければならない可能性もある。自家用有償旅客運送の実施主体の要

件が緩和され、実施主体が増加することは，新たな交通手段の導入が容易になることから、本市にとっても有益

な提案であると考える。 

○本市においても路線バスのドライバー不足は深刻であり、限られた人的・物的資源の有効活用を図るため、

今後民間企業等が主体による輸送サービスの活用を検討する必要があるため。 

○自家用有償旅客運送の実施主体となることで、住民との距離が近い市町村では「運送主体（市区町村や

NPO 等）」にとって、身近なところで登録等が受けられるようになり、利便性が高まる。 

○当市においても、中山間地域において、バス交通以外の公共交通手段がなく、地元住民から増便の要望があ

るが、利用者が少ないうえ、バス運転手不足等の問題から増便することができない状況である。施行規則 48 条

で限定列挙されている事業主体を、商工会議所や旅館事業者等の民間事業者まで拡大すれば、担い手不足

（自治会、NPO など）の問題の解決や経費の抑制に期待ができる。注意すべき点は、自家用有償旅客運送の性

格上、営利目的との線引きや地域の運行事業者への影響を考慮し、導入する必要があると考える。 

○提案のとおり許可基準を緩和した場合、既存のバス・タクシー事業者の経営を圧迫することが懸念されるた

め、慎重な対応が必要と考えられる。 

○本市においても、路線バスのドライバー不足は深刻であり、路線バス事業者による労働環境改善に向けたダ

イヤの見直し・運行本数の減便等が検討されている。また、高齢化が進む縁辺部や住宅団地などの多様化した

移動ニーズに対しては、「地域主体による移動手段確保への支援」を一つの方策と位置づけているが、現実的

には、地元の人材不足から対応が困難な地区が多いと思われる。こうしたことから、交通事業者以外の輸送サ

ービスの担い手として、商工・観光事業者等の民間事業者を自家用有償旅客運送の実施主体に加えることは、

交通空白地の解消に有効な手段であると考えている。宿泊・温浴施設の今後の管理・運営方針によっては、交

通空白地の移動手段確保策として、民間事業者による輸送サービスの活用も検討の一つとなり得る。 

○既存交通事業者が十分存在しない地域における交通手段の確保につながる。 

○現在、民間路線バス事業者から赤字補填を言われているが、赤字補填出来ない場合バス路線の撤退も言っ

ている。そうなると、町民の生活基盤に支障をきたすことになる。 

 仮に路線空白地が出来た場合に当町にお願いできる民間事業者にも運転手不足等により限界がある。また

運行していただくにも車両の購入にも費用をかける必要があり負担を強いられる。 

 このことからも住民の利便性の向上を図るためにも必要な施策であると考える。 

○当県では自家用有償旅客運送の事例はないが、導入が進まない理由の一つとして、実施主体の不在、不足

が挙げられる。 

○市町で運行する場合は、タクシー会社に運営を委託する場合が多いが、運転手の高齢化などにより、人材が

不足しており、運行維持に苦慮していることから、他の交通事業者の参入意思がないなど条件付きで営利企業

による運営を検討すべきである。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 62 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

 旅客運送と貨物運送の掛け持ちに係る対象地域の拡大 

 

提案団体 

京都府、京都市、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

 道路運送法に基づく旅客運送と貨物運送の掛け持ちについて、人口３万人未満の過疎地域である場合に限

り、タクシー事業者による貨物運送やトラック運送事業者による旅客運送などが可能とされた基準の適用を、合

併前の旧市町村単位とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

 道路運送法に基づく旅客運送と貨物運送の掛け持ちについては、国土交通大臣の許可基準が平成 29 年８月

31 日に公示され、平成 29 年９月１日以降は、許可の対象地域が、①過疎自立対策特別措置法で定められた過

疎地域又はみなし過疎地域であって、②人口３万人未満の地域である場合に限り、タクシー事業者による貨物

運送やトラック運送事業者による旅客運送などが可能とされたところである。 

 京都府内では合併前は過疎地域であり、かつ人口３万人未満であった旧丹後町、旧久美浜町（現京丹後市）、

旧日吉町、旧美山町（現南丹市）は、合併後市域全域が過疎地域・みなし過疎地域となったが、人口３万人を超

えているため、貨客混載が可能な区域として示されている現在の要件を満たさず、対象地域外となっている。 

【懸念の解消策】 

 当該地域は、零細なタクシー事業者しか存在しない、又はタクシー事業者がいない地域であり、タクシー事業

者による貨物運送、トラック運送事業者による旅客運送が可能になることで移動手段の確保の観点や人材の有

効活用の面からも地域の活性化につながるものと考えられる。 

  

（本府の状況） 

※①②の要件と満たす京都府内の地域は、京都市旧京北町、福知山市旧三和町・旧夜久野町・旧大江町（福

知山市は、旧町単位でみなし過疎の指定がされている。）、宮津市、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、伊

根町 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 この要件の撤廃により、貨客混載が可能となる地域が拡大し、事業者の収入源の確保につながることで、ドア

ツードアの移動手段の継続的な確保や輸送人材の確保が期待される。 

 

根拠法令等 

道路運送法第４条 

貨物自動車運送事業法第３条 

旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行



う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運

送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について（平成 29 年８月７日 国自安第 97 号 

国自旅第 128 号 国自貨第 64 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、愛媛県、宮崎市 

 

○合併により、交通空白地が混在する地方にとっては要件緩和により事業者の収益増が見込まれ、輸送事業

の担い手の確保が期待できる。 

○当県においても２市が該当し，中山間地域も抱えているため，今のところ支障はないが，いずれは同様の事

象が生じる可能性がある。 

○宅配事業者からは、将来的にタクシーによる貨客混載を検討する場合は、周辺部の過疎地域となっている旧

市町村単位での適用を求めている。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 105 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

公共施設等総合管理計画に基づき補助対象財産を処分する場合、財産処分に係る国庫納付を求めず承認す

るなどの基準の緩和 

 

提案団体 

秋田県、男鹿市、湯沢市、鹿角市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、羽後町、東成瀬村 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

人口減少や少子・高齢化の進展など社会経済情勢の変化に対応するため、公共施設等総合管理計画に基づき

補助対象財産を処分する場合、財産処分に係る国庫納付を求めず承認するなどの措置を講ずること。 

 

具体的な支障事例 

当県の所管する施設の事例では、社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）において実

施した耐震補強工事から１０年未経過のため除却する際に国庫納付が発生する見込みとなっている。 

また、社会資本整備総合交付金に限らず、公共施設の改修や修繕に交付金を活用した場合も、同事例のように

国庫納付が発生することが支障となり、迅速な意思決定ができず、統廃合が進めにくい事例がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

総合管理計画の柱の一つである公共施設等の総量の適正化（集約化、複合化、除却など）を計画的に推進する

ことが可能となる。 

 

根拠法令等 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 22 条 

住宅局所管補助事業等により取得した財産等の取扱いについて（平成 20 年 12 月 22 日国住総第 67 号国土交

通省住宅局長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

青森県、白河市、石岡市、厚木市、綾瀬市、魚沼市、山県市、稲沢市、京都市、伊丹市、出雲市、大村市、宮崎

市 

 

○公共施設統合層管理計画には、具体的な目標値を記載しているが、各種補助事業を活用した公共施設の廃

止・解体等について、計画策定時点で関係機関に協議したものではない。施設の集約の際に必ずネックとなる

のが、地域住民の総意と補助金返還である。地方分権の流れにあって、地域住民の総意は当然必要と考える

が、今後の行政運営を見据えて総合管理計画を策定したものであり、スムーズに計画を実行し目標達成するこ

とで、持続可能な行政運営が成るものと考える。 

○国のインフラ長寿命化基本計画及び本市の公共施設等総合管理計画に基づき、施設保有量の最適化に取り

組んでいるところ、対象施設が国の補助金を受けている場合において、補助金等の国庫納付が最適化の支障と



なるときがある。 

○当市においても、文部科学省学校施設環境改善交付金を活用した耐震補強工事・大規模改造工事後１０年

未経過の施設があり、公共施設総合管理計画で示す公共施設の総量適正化を推進する支障となっているた

め、本提案事項に賛同する。 

○本市においても、公共施設等総合管理計画などの市の方針に基づき、公共施設の廃止や民間譲渡の取組を

進めており、これまで民間譲渡にあたり、財産処分の事前協議や承認手続に時間を要する事例があった。ま

た、譲渡にあたって、国庫納付の対象とならないよう無償譲渡とした事例もある。 

○本市では、建築後 30 年以上経過した施設が約半数を占め、今後市役所本庁舎や教育施設などの大規模な

改修や更新を行う必要があるため、制度改正の必要性を感じる。 

○本市においても国庫補助を活用して建設・改修している公共施設は数多い。今後、公共施設の適正配置を進

めていくうえで、施設の早期除却実施時に国庫補助の返還が求められるとなると、さらなる財政負担を強いられ

ることとなり、公共施設マネジメントの推進の弊害となると考えられる。公共施設等総合管理計画、施設の個別

計画に基づいて実施される施設の除却については、特例的に国庫補助金の返還対象外とする等の制度創設が

必要と考える。 

○本県においても、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の保有総量の最適化の取組を進めていると

ころであるが、個別の施設の処分を検討するにあたり、国への返納が生じる可能性もあるため、提案の趣旨に

は賛同する。 

○人口減少や少子・高齢化の進展など社会経済情勢の変化が顕著で、地方公共団体では、公共施設の維持等

に係る経費なども踏まえ、その統廃合などを行う必要が生じている。一方で、対象となる公共施設は、国庫補助

対象財産(不動産)であり、一定期間を経過していない補助対象財産(不動産)を処分する場合には、国庫納付が

発生することから、統廃合などが進めにくい事例となっている。人口減少や少子・高齢化の進展など社会経済情

勢の変化に柔軟に対応するため、電気通信格差是正事業費補助要綱に基づく補助対象財産を処分する場合、

財産処分(不動産)に係る国庫納付を求めず承認するなどの措置を講ずること。 

○本県では、同交付金を活用し、県立高校の体育館耐震補強工事を実施している。今後、学校規模の標準を踏

まえた計画的な学校配置を推進する上で、統合による閉校（用途廃止）とする際、同様の支障事例が生じ、施設

整備に関する迅速な対応が困難となることが懸念されることから、財産処分に係る基準緩和を求める。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 168 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

自家用自動車で行う高齢者移送ボランティア活動で収受可能な経費の範囲の緩和及び自家用有償運送登録要

件の設定権限の都道府県知事への移譲 

 

提案団体 

兵庫県、川西市、三田市、和歌山県、鳥取県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

交通不便地または交通空白地において、市の認める高齢者移送ボランティア団体が、地域公共交通会議に報

告の上で行う自家用無償運送に限り、自家用有償運送の登録を受けずに収受できる経費の範囲を緩和するこ

と。あわせて、交通不便地または交通空白地における自家用有償運送事業の要件の設定権限を都道府県知事

に移譲すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

自家用自動車は原則として有償の運送の用に供してはならず、公共交通空白地有償運送や福祉有償運送など

の国の登録又は許可を受ける必要がある。 

地域ボランティアが行う外出支援活動等において許可を要しないのは、ガソリン代、道路使用料、駐車場代のみ

を収受する場合に限定され、運送による反対給付があるものは、たとえ少額でも自家用有償運送の登録が必要

とされている。 

【支障事例】 

地域ボランティアによる自家用無償運送は、自家用有償運送と同様、公共交通を補完する有効な手段である。

しかし、ガソリン代、道路使用料、駐車場代以外の金銭の収受が認められていない現状では、地域ボランティア

に個人負担が生じることから担い手確保が困難になったり、利用者が無償でサービスを受けることに抵抗を感じ

たりしており、導入、継続が厳しい状況となっている。一方、自家用有償運送の登録にかかる手続きや日常の運

行管理は、地縁団体等にとって煩雑であり、意欲があっても導入に至らない。 

【川西市】小規模な自治会（350 世帯）から相談が寄せられているものの、金銭面の課題があり実施には至って

いない。 

【三田市】無償でボランティアを受けることに抵抗のある高齢者が遠慮なく利用できるように利用料（100 円）を収

受し、謝礼としてボランティアに給付しようとしたところ、道路運送法上の反対給付にあたるとして、自家用有償

運送の登録を求められ実現に至らなかった。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

現在認められている実費に加えて、活動継続に必要な経費の収受が可能となることにより、高齢者移送ボラン

ティアの導入促進と継続実施を図ることができる。 

 

根拠法令等 

・道路運送法第 78 条、第 79 条 



・平成 30 年 3 月 30 日付 国土交通省自動車局旅客課長通知（道路運送法における許可又は登録を要しない

運送の態様について） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

石岡市、上越市、京都市 

 

○前段については、本市においても、活動継続に必要な経費の収受が可能となることにより、高齢者移送ボラン

ティアの導入促進と継続実施を図ることが期待できるため、有益と考える。 

○交通空白地において、高齢者の移送を行いたいという意向をもつ団体があるが、ガソリン代等の実費の計算

が煩雑であることや、人件費の収受が認められないと活動継続が困難であるため、実施に至っていないことか

ら、登録又は許可を受けずに収受できる経費の範囲を緩和されたい。 

 高齢者の外出支援のためのサロンの無償送迎に地域団体が保有する車両を使用している。地域では、この車

両を地域内の通院や買い物などに有効活用したい意向があるものの、ガソリン代のほか、車検や自動車保険も

含め、車両の維持管理に係る経費の確保が厳しい状況であることから、その活動に制約を受けている。収受で

きる経費の対象範囲の拡充や要件が緩和されることにより、持続性が高まり、地域団体による高齢者移送の活

動が活発化するものと期待される。 

○自家用自動車で行う高齢者移送ボランティア活動では、収受可能な経費が限定されているが、公共交通を補

完する有効な手段であることから、個人負担を強いられてる現状等を鑑みると、活動における経費の範囲の緩

和が必要と思われる。 

○本県においても、自治会等による地元住民の輸送サービスの導入を検討しているが、費用の面で踏み切れな

いといった事例がある。提案が認められると、自治会やボランティアによる輸送サービスの導入促進を図ること

ができ、交通空白地の解消に資すると考える 

○本市内にて、住民の自家用車を使用した無償運送（ガソリン代のみ収受）による移送の実証実験を行っている

が、住民側には無償では「申し訳ない」との気持ちがあり、利用拡大に向けた課題となっている。ドライバーへの

対価が増加すれば、こうした気持ちが緩和され利用の拡大が見込まれる。ドライバーの担い手確保も課題であ

り、収受できる経費の範囲が拡大されれば、より確保しやすくなる。 

○社会福祉協議会が行っている、有償サービス事業の中で，要介護認定のある高齢者等の病院通院送迎等が

あります。需要が多く供給が不足している状況です。また公共の交通手段が少なく移送サービスの拡充は必要

な状況です。体制づくりにおいては、ボランティアの年齢層や事故等の対応体制、研修等も考慮していく必要が

あると思われます。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 186 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の制度の見直し 

 

提案団体 

岐阜県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

生活交通確保維持改善計画の認定手続きを要しない制度へ改正する。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の交付は、地域公共交通の確保・維持・改善のために、都道府県、

市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会において、地域の特性・実情に応じた最適

な移動手段の提供などの取組等を内容とする「生活交通確保維持改善計画」策定を必要としている。 

 国は、計画認定の申請を受け、補助対象期間（10 月１日～９月 30 日）前に計画を認定し、補助対象期間経過

後、交通事業者から計画記載額を上限とした補助金交付申請を受け、交付決定を行うものとされている。 

【支障事例】 

 計画の認定は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第 10 条１項において、補助対象期間の

開始前に認定を行い、都道府県協議会等に通知するものと定められている。しかし、平成 28 年度分（Ｈ27.10.1

～Ｈ28.9.30）は平成 28 年３月下旬、平成 29 年度分（Ｈ28.10.1～Ｈ29.9.30）は平成 29 年６月下旬、平成 30 年度

分（Ｈ29.10.1～Ｈ30.9.30）は５月 23 日時点で認定前と、補助対象期間前の計画認定がなされていない。 

 また、県が構成員であり、事務局となっている協議会としては、事業開始後、計画認定の遅延により、認定通

知されないうちに計画変更事案が発生することが多く、認定されることを前提とした協議会運営を余儀なくされる

とともに、国からは書類の一部を空欄での提出を指示されるなど、適正な手続きができない状況にある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 計画認定手続きが早期化され、事業開始前に認定されることにより、交通事業者において計画に基づく事業と

しての運行ができ、協議会が策定した計画の実効性が確保されるようになる。 

 また、協議会の運営に関し、計画変更等についての適正な協議、手続きができるようになる。 

 

根拠法令等 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第４条・第５条・第８条・第９条・第 10 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県 

 



○本県においても、認定の通知がないまま補助対象機関に突入しており、本来であれば補助事業対象期間に

入る前に運行業者に対し県から通知をしなければならないが、国に引きずられる形で県も遡りで通知をせねば

ならない。 

○本県においても、事業開始後、計画認定の遅延により、認定通知されないうちに計画変更事案が発生する事

例が生じている。認定されることを前提とした協議会運営や国から認定番号をメールや口頭にて確認するという

対応をとっているところ。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 188 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

過疎地域以外における貨客混載運送の規制緩和 

 

提案団体 

いすみ市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

 平成 29 年９月１日より申請受付が開始した過疎地域における乗用タクシーやトラック等での貨客混載の運送

について、現行、当該運送が行える区域は過疎地域自立促進特別措置法（平 12 法 15）２条１項に規定する過

疎地域又は同法 33 条の規定により過疎地域とみなされた区域であり、かつ人口が３万人に満たないものと限

定されていることから、各地域毎の現況を踏まえ、対象区域の拡大を求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 少子高齢化や人口減少に伴う輸送需要の減少が深刻な課題となっている過疎地域等では、旅客や貨物の輸

送量が限られ、事業の経営が成り立ちにくく、人流・物流サービスを確保することが困難となっている。 

昨年の地方分権での議論も踏まえ、平成 29 年９月１日より過疎地域における乗用タクシーやトラック等での貨

客混載の運送が可能となったが、現行、当該運送が行える区域は過疎地域自立促進特別措置法（平 12 法 15）

２条１項に規定する過疎地域又は同法 33 条の規定により過疎地域とみなされた区域であって、人口が３万人に

満たないものとされている。 

 本市のように過疎地域に認定されていなく、なおかつ人口が３万人以上のため、当該運送の対象区域とならな

い市は全国でも多くある。 

３万人以上の市においても住民の移動手段、配送手段のサービスの低下は深刻で、３万人という人口数で線引

きするのは好ましくないと考える。 

人口が 3 万人を超えていても、地域公共交通会議において協議し、承認された際には貨客混載が認められるよ

うにされたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者が各々の資産・人材を活用し、互いに補完しあうことで生産

性の向上を図り、過疎地域全体における人流・物流の持続可能性を確保できる。 

 

根拠法令等 

道路運送法第 78 条第３号、第 82 条 

 旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を

行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車

運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について（平成 29 年８月７日 国自安第 97

号 国自旅第 128 号 国自貨第 64 号 自動車局長通知） 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、秋田県、兵庫県、愛媛県、宮崎市 

 

○合併により、交通空白地が混在する地方にとっては要件緩和により事業者の収益増が見込まれ、輸送事業

の担い手の確保が期待できる。 

○人口減少と少子高齢化が進む本県では、公共交通や物流体制の維持確保が課題となっている。このため、

多くの市町村で貨客混載が検討されているが、合併により人口が 3 万人を上回っている市町村では、過疎地域

や交通空白域を抱えているにもかかわらず、取り組みが進んでいない。具体的には、タクシーで貨客混載を検

討した例があるが、条件に合致せず、実施を断念している。 

○事業者の収入確保及び地域資源の有効活用による地域公共交通の確保につながる。 

○当県においても２市が該当し，中山間地域も抱えているため，今のところ支障はないが，いずれは同様の事

象が生じる可能性がある。 

○宅配事業者からは、将来的にタクシーによる貨客混載を検討する場合は、周辺部の過疎地域となっている旧

市町村単位での適用を求めている。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 189 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

人口３万人以上の過疎地域における貨客混載を可能とするための規制緩和 

 

提案団体 

福井県、大野市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

過疎地域における乗用タクシーやトラック等での貨客混載の運送について、平成 29 年８月７日付で各地方運輸

局長あてに発出された通知により、運送が行える区域は過疎地域自立促進特別措置法２条１項に規定する過

疎地域又は同法 33 条の規定により過疎地域とみなされた区域であり、人口が３万人に満たないものと限定さ

れているため、「人口が３万人に満たないもの」という許可条件の撤廃を求める。 

 

具体的な支障事例 

本県の大野市は、市営バス和泉線（大野駅‐九頭竜湖駅）等の運行を、地域で唯一のタクシー業者であるいず

みタクシー合名会社に委託している。 

 昨年、佐川急便大野営業所から大野市およびいずみタクシーに、「市営バス和泉線（大野駅‐九頭竜湖駅）に

よる宅配荷物の運搬」および「九頭竜湖駅を発地とするタクシー車両による和泉地区内の宅配」を委託できない

かとの提案があった。 

これを受けて、大野市から中部運輸局に上記区間における貨客混載の可否を照会したところ、「市営バス和泉

線による荷物運搬」は可能だが、「タクシー車両による宅配」については、３万人未満という人口要件（３万 3109

人（平成２７年国勢調査））を満たさないので不可との回答があった。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地域を支える交通・運送事業者等の生産性が向上し、過疎地域における交通・物流の持続可能性が高まる。 

 

根拠法令等 

道路運送法第 78 条第３号、第 82 条 

 旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を

行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車

運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について（平成 29 年８月７日 国自安第 97

号 国自旅第 128 号 国自貨第 64 号 自動車局長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、兵庫県、愛媛県、宮崎市 

 

○合併により、交通空白地が混在する地方にとっては要件緩和により事業者の収益増が見込まれ、輸送事業

の担い手の確保が期待できる。 



○事業者の収入確保及び地域資源の有効活用による地域公共交通の確保につながる。 

○当県においても２市が該当し，中山間地域も抱えているため，今のところ支障はないが，いずれは同様の事

象が生じる可能性がある。 

○宅配事業者からは、将来的にタクシーによる貨客混載を検討する場合は、周辺部の過疎地域となっている旧

市町村単位での適用を求めている。 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 231 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画の策定権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画について、広域地方計画協議会への関西広域連合の参画、策

定権限の関西広域連合へ移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

日本全体の活力向上のために国を挙げて地方創生に取り組んでいる中，東京一極集中を是正し，地方の人口

減少に歯止めをかけるためには，それぞれの地域が固有の実情を踏まえ，自らの発想と創意工夫によりまちづ

くりを進めていく仕組みを整えることが不可欠である。 

しかしながら，現在の「関西広域地方計画」については，策定するに当たって関西広域連合として意見を申述す

る場を設けていただき，その趣旨を踏まえていただいた部分はあるものの，根本的には国が主導する，東京の

視点に立った全国計画の地方版であると言わざるを得ない。また，関西広域連合に正式な提案権は付与されな

かった。 

この点について，関西広域連合は設立から７年が経過し，７つの分野事務をはじめあらゆる政策課題において

連携と調整の実績を積み重ねてきており，それぞれの利害を調整しながら関西全体の発展に繋がる計画を主

体的に策定できる能力を有している。 

また，関西広域連合では市町村との意見交換会も開催しており，構成府県市のみならず管内市町村の声を幅

広く拾い上げることも可能である。 

以上のことから，地方創生の更なる推進を図るためにも，国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画の策定

権限を関西広域連合に移譲するべきである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。 

 そのため、国土形成計画法による広域地方計画の策定権限を地方に委ねることにより、東京圏の視点に基づ

いて策定されている全国版の国土形成計画の制約を受けず、地域の実情、地域性、独自性を反映した策定が

可能となり、地方公共団体が自主的かつ主体的に取り組む地方創生に寄与し、東京一極集中の是正が図られ

る。 

 

根拠法令等 

国土形成計画法第 9 条 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 232 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画に係る提案権の付与 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画に係る提案権の付与を求める。 

 

具体的な支障事例 

日本全体の活力向上のために国を挙げて地方創生に取り組んでいる中，東京一極集中を是正し，地方の人口

減少に歯止めをかけるためには，それぞれの地域が固有の実情を踏まえ，自らの発想と創意工夫によりまちづ

くりを進めていく仕組みを整えることが不可欠である。 

しかしながら，現在の「関西広域地方計画」については，策定するに当たって関西広域連合に意見を申述する場

を設けていただき，その趣旨を踏まえていただいた部分はあるものの，根本的には国が主導する，東京の視点

に立った全国計画の地方版であると言わざるを得ない。また，関西広域連合に正式な提案権は付与されなかっ

た。 

この点について，関西広域連合は設立から７年が経過し，７つの分野事務をはじめあらゆる政策課題において

連携と調整の実績を積み重ねてきており，それぞれの利害を調整しながら関西全体の発展に繋がる計画を主

体的に策定できる能力を有している。 

また，関西広域連合では市町村との意見交換会も開催しており，構成府県市のみならず管内市町村の声を幅

広く拾い上げることも可能である。 

以上のことから，地方創生の更なる推進を図るためにも，一義的には国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方

計画の策定権限を関西広域連合に移譲すべきであるが，これが困難である場合，近畿圏広域地方計画協議会

への参画を認める，あるいは現在協議会のメンバーでない計画区域内の市町村に認めているのと同様の提案

権を関西広域連合に付与すべきである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。 

 そのため、関西広域連合に国土形成計画法による広域地方計画への提案権を付与することは、同計画に対し

広域行政からの視点による関西の実情、地域性、独自性を反映した計画の変更を提案することが可能となり、

地方公共団体が自主的かつ主体的に取り組む地方創生に寄与し、東京一極集中の是正が図られる。 

 

根拠法令等 

国土形成計画法第 11 条 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 233 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

近畿圏整備法に基づく整備計画の決定権限・各区域の指定権限の移譲、近郊整備区域建設計画等の作成に

係る国同意の廃止 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

近畿圏整備法に基づく近畿圏整備計画や近郊整備区域等の各区域指定について、関西広域連合への決定権

限の移譲を求めるとともに、近郊整備区域建設計画等の作成に係る国同意の廃止を求める。 

 

具体的な支障事例 

日本全体の活力向上のために国を挙げて地方創生に取り組んでいる中，東京一極集中を是正し，地方の人口

減少に歯止めをかけるためには，それぞれの地域が固有の実情を踏まえ，自らの発想と創意工夫によりまちづ

くりを進めていく仕組みを整えることが不可欠である。 

しかしながら，現在の「近畿圏整備計画」については，策定するに当たって関西広域連合への意見照会は行わ

れず，結果的に関西広域連合から自主的に意見を述べたものの，十分に考慮されなかったことから，根本的に

は国が主導する，東京の視点に立った全国計画の地方版であると言わざるを得ない。 

この点について，関西広域連合は設立から７年が経過し，７つの分野事務をはじめあらゆる政策課題において

連携と調整の実績を積み重ねてきており，それぞれの利害を調整しながら関西全体の発展に繋がる計画を主

体的に策定できる能力を有している。 

また，近畿圏広域地方計画は福井県，三重県も対象区域に含まれているが，両県は関西広域連合の連携団体

であり，十分な調整が可能であるほか，関西広域連合では市町村との意見交換会も開催しており，構成府県市

のみならず管内市町村の声を幅広く拾い上げることも可能である。 

以上のことから，地方創生の更なる推進を図るためにも，近畿圏整備法に基づく整備計画の決定権限・各区域

の指定権限を関西広域連合に移譲するとともに，関係市町村長と協議のうえ定める近郊整備区域整備計画等

についても，行政の効率化を図るために国同意を廃止するべきである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西のことは関西で決める。そのことにより東京一極集中を是正することにつながる。 

 近畿圏における地方創生を実現していくため、関西地域の実情に応じ、関西地域の特性をいかして、関西広

域連合が自主的・主体的に企画・立案し、近畿圏整備計画の決定等を行うことにより、インフラ整備等の視点だ

けでなく、あらゆる分野を総合的に見て判断することができ、秩序ある発展を図っていくことが可能となる。 

 なお、国との関係においては、移譲した権限について、事前協議に改めることとすることで、均衡が図られるも

のと考える。 

 また、広域連合は、一部事務組合とは異なり、一部の事務のみならず企画調整機能も有しており、国から直接

権限を移譲されることも可能であるため、当該事務の受け皿になり得る。さらに、福井県、三重県についても、連

携県として調整は十分可能である。 

 



根拠法令等 

近畿圏整備法第第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条 

近畿圏の保全区域の整備に関する法律第 5 条、第 7 条 

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第 3 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 234 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

近畿圏整備法に基づく整備計画に係る意見聴取の機会の付与 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

近畿圏整備法に基づく整備計画に係る意見聴取の機会の付与を求める。 

 

具体的な支障事例 

日本全体の活力向上のために国を挙げて地方創生に取り組んでいる中，東京一極集中を是正し，地方の人口

減少に歯止めをかけるためには，それぞれの地域が固有の実情を踏まえ，自らの発想と創意工夫によりまちづ

くりを進めていく仕組みを整えることが不可欠である。 

しかしながら，現在の「近畿圏整備計画」については，策定するに当たって関西広域連合への意見照会は行わ

れず，結果的に関西広域連合から自主的に意見を述べたものの，十分に考慮されなかったことから，根本的に

は国が主導する，東京の視点に立った全国計画の地方版であると言わざるを得ない。 

この点について，関西広域連合は設立から７年が経過し，７つの分野事務をはじめあらゆる政策課題において

連携と調整の実績を積み重ねてきており，それぞれの利害を調整しながら関西全体の発展に繋がる計画を主

体的に策定できる能力を有している。 

また，近畿圏広域地方計画は福井県，三重県も対象区域に含まれているが，両県は関西広域連合の連携団体

であり，十分な調整が可能であるほか，関西広域連合では市町村との意見交換会も開催しており，構成府県市

のみならず管内市町村の声を幅広く拾い上げることも可能である。 

以上のことから，地方創生の更なる推進を図るためにも，一義的には近畿圏整備法に基づく整備計画の決定権

限・各区域の指定権限を関西広域連合に移譲するとともに，関係市町村長と協議のうえ定める近郊整備区域整

備計画等についても，行政の効率化を図るために国同意を廃止するべきであるが，これが困難である場合，現

在，関係府県・関係指定都市に付与されている意見聴取の機会を，関西広域連合にも付与すべきである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西広域連合に近畿圏整備法による近畿圏整備計画への意見聴取の機会を付与することは、同計画に対し

広域行政からの視点による関西の実情、地域性、独自性を反映した計画の変更を提案することが可能となり、

地方公共団体が自主的かつ主体的に取り組む地方創生に寄与し、東京一極集中の是正が図られる。 

 

根拠法令等 

近畿圏整備法第 9 条、第 10 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 



 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 235 提案区分 A 権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

複数府県に跨がる都市計画区域の指定権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

複数府県に跨がる都市計画区域の指定権限について、関西広域連合への移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

日本全体の活力向上のために国を挙げて地方創生に取り組んでいる中，東京一極集中を是正し，地方の人口

減少に歯止めをかけるためには，それぞれの地域が固有の実情を踏まえ，自らの発想と創意工夫によりまちづ

くりを進めていく仕組みを整えることが不可欠である。 

都市計画区域の指定については，現在，府県内の区域指定の場合は府県の権限となっているものの，二以上

の府県の区域にわたる場合は国の権限となっており，これまでの間，実際には，一体的に発展している地域で

あっても府県域を超える場合においては，国が関与することのないよう，府県単位で区域指定が行われてきた。 

本来一体である地域が区域指定によって分断されることが望ましくないことは言うまでもないところ，設立から７

年が経過し，７つの分野事務をはじめあらゆる政策課題において連携と調整の実績を積み重ねてきている関西

広域連合であれば，府県域を超える区域指定についても，地方の目線に立ってそれぞれの地域の実情を踏ま

えながら十分に調整を図り，将来にわたる調和ある発展や効率的なまちづくりに貢献することが可能となる。 

したがって，複数府県に跨がる都市計画区域の指定権限を関西広域連合に移譲すべきである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 広域連合は、地方自治法第 284 条に基づき、「広域にわたる総合的な計画を作成し、その事務の管理及び執

行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的か

つ計画的に処理する」総合的な権能を持ち、同法第 291 条の 2 第 4 項に基づき、「国の行政機関の長の権限に

属する権限の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する」権限を持つ、安定的な団体である。その

ため、一部事務組合とは異なり、一部の事務のみならず企画調整機能も有し、防災や観光・文化、産業、医療、

環境などの各行政分野も踏まえた関西の将来像を示した広域計画を現に策定しており、各行政分野との調整を

一元的に行うことは可能である。 

 したがって、現在は、広域連合域内で複数府県に跨がる都市計画区域はないが、今後、複数府県を跨いで都

市計画区域を指定した方が良いと考えられる場合に備え、予め当該指定権限を関西広域連合へ移譲し、地方

が主体となって指定できることとなれば、一体的で調和のとれたまちづくりを効率的に進めやすくなる。 

 また、区域指定に当たり国の関与が必要ということであれば、府県が都市計画区域を指定する場合と同様に、

国土交通大臣への協議・同意を行うこととすることにより、その懸念は払拭されると思われる。 

 

根拠法令等 

都市計画法第 5 条第 4 項 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 239 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 産業振興 

 

提案事項（事項名） 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

農林水産省、経済産業省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に係る事務・権限のうち、総合効率化計画の認定、変更認

定、報告の徴収等のように府県域を跨ぐために近畿経済産業局の権限となっているもの（一の府県域の場合

は、府県の権限）について、関西広域連合への権限の移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第 4 条第 1・4・8 項、第 5 条第 1 項・2 項、第 7 条第 1・2

項、第 26 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 247 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

建設業法に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

建設業法に係る事務・権限のうち、建設業の許可、営業停止、許可の取消のように府県域を跨ぐために近畿地

方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関西広域連合への権限の移

譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

建設業法第 3 条第 1 項、第 3 条の 2 第 1 項、第 5 条、第 7 条、第 11 条第 1～5 項、第 12 条、第 13 条、第 15

条等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 248 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

宅地建物取引業法に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

宅地建物取引業法に係る事務・権限のうち、宅地建物取引業の免許、免許の取消、許可の取消のように府県域

を跨ぐために近畿地方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関西広

域連合への権限の移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

宅地建物取引業法第 1 条第 1・3 項、第 3 条の 2 第 1 項、第 4 条第 1 項、第 6 条、第 8 条第 1・2 項、第 9 条、

第 10 条、第 11 条第 1 項、第 25 条第 4・6・7 項 等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 249 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

不動産の鑑定評価に関する法律に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

不動産の鑑定評価に関する法律に係る事務・権限のうち、不動産鑑定業者の登録、懲戒処分、勧告のように府

県域を跨ぐために近畿地方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関

西広域連合への権限の移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

不動産の鑑定強化に関する法律第 23 条第 1 項、第 24 条、第 25 条、第 26 条第 3 項、第 27 条第得 2 項、第

28 条、第 29 条第 1 項、第 30 条、第 31 条第 1・2 項、第 32 条第 2 項、第 41 条 等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 250 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

土地収用法に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

土地収用法に係る事務・権限のうち、事業の認定、申請書の提出の受理・申請書の欠陥の補正及び却下のよう

に府県域を跨ぐために近畿地方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場合は、府県の権限）につい

て、関西広域連合への権限の移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

土地収用法第 18 条第 1 項、第 19 条第 1・2 項、第 20 条、第 21 条第 1・2 項、第 22 条、第 23 条第 1・2 項、第

24 条第 1・3 項、第 25 条第 2 項、第 25 条の 2 第 1 項、第 26 条第 1～3 項、第 26 条の 2 第 1 項、第 27 条第 1

～4・6・7 項 等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

交野市 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 251 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

建築基準法に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

建築基準法に係る事務・権限のうち、建築物の建築確認・検査を行う指定確認検査機関の指定、確認検査員の

選任等の届出受理のように府県域を跨ぐために近畿地方整備局の権限となっているもの（一の府県域の場合

は、府県の権限）について、関西広域連合への権限の移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

建築基準法第 6 条の 2 第 1 項、第 7 条の 2 第 1 項、第 77 条の 18 第 3 項、第 77 条の 20、第 77 条の 21 第 1

～3 項、第 77 条の 22 第 1・2・4 項、第 77 条の 23 第 1 項 等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 252 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に係る事務・権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に係る事務・権限のうち、大深度の使用認可のように府県域を

跨ぐために国土交通省の権限となっているもの（一の府県域の場合は、府県の権限）について、関西広域連合

への権限の移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

当該事務権限について，事業者の所在地等が府県を跨ぐ場合に国に権限が留保されている理由は「広域的な

判断が必要であるため」と考えられるが，関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があ

り，設立から７年間，関西の広域行政の責任主体として，７つの分野事務をはじめ，あらゆる政策の企画・調整

の実績を積み重ねてきたところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，前述の実績を踏まえ

れば円滑な事務の執行に支障は生じないことから，府県をまたぐ場合の権限を関西広域連合に移譲すべきであ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。当該事務権限の移譲が実現すれば、府県が実施し

ている事務と広域連合に移譲された事務の整理・集約など役割分担を検討することにより、より効率的かつ効果

的な執行体制を構築することが可能となり、国と地方の二重行政の解消及び事業者等の利便性の向上が図ら

れる。 

 

根拠法令等 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 7 条、第 11 条第 1 項、第 12 条第 1・3 項、第 14 条第 1 項、

第 15 条、第 17 条、第 18 条第 1 項、第 19～21 条、第 22 条第 1 項 等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 258 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

広域地方計画協議会の事務局機能の移管 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

広域地方計画協議会の事務局機能を関西広域連合が担うことができるように法改正を求める。 

 

具体的な支障事例 

 日本全体の活力向上のために国を挙げて地方創生に取り組んでいる中，東京一極集中を是正し，地方の人

口減少に歯止めをかけるためには，それぞれの地域が固有の実情を踏まえ，自らの発想と創意工夫によりまち

づくりを進めていく仕組みを整えることが不可欠である。 

 しかしながら，現在の「関西広域地方計画」については，策定するに当たって関西広域連合として意見を申述

する場を設けていただき，その趣旨を踏まえていただいた部分はあるものの，根本的には国が主導する，東京

の視点に立った全国計画の地方版であると言わざるを得ない。また，関西広域連合に正式な提案権は付与され

なかった。 

 この点について，関西広域連合は設立から７年が経過し，７つの分野事務をはじめあらゆる政策課題において

連携と調整の実績を積み重ねてきており，それぞれの利害を調整しながら関西全体の発展に繋がる計画を主

体的に策定できる能力を有している。 

 また，関西広域連合では市町村との意見交換会も開催しており，構成府県市のみならず管内市町村の声を幅

広く拾い上げることも可能である。 

 以上のことから，地方創生の更なる推進を図るためにも，国土形成計画法に基づく近畿圏広域地方計画の策

定権限を関西広域連合に移譲するとともに，広域地方計画協議会の事務局機能についても移管すべきである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。協議会の事務局機能を広域連合に移管することに

より、各行政分野の調整を一元的に行うことが可能となり行政の効率化を図ることができる。 

 

根拠法令等 

国土形成計画法第 10 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 259 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

港湾広域防災協議会の事務局機能の移管 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

港湾広域防災協議会の事務局機能を関西広域連合が担うことができるように法改正を求める。 

 

具体的な支障事例 

関西においては，府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合があり，設立から７年間，関西の広域行政の

責任主体として，７つの分野事務をはじめ政策の企画・調整の実績を積み重ねてきたところであり，港湾につい

ては，広域インフラ検討会の中に港湾部会を設置し，大阪湾港湾の連携や関西主要港湾の「防災機能」等の連

携の方向性を取りまとめ，第 3 期広域計画においても「機能強化の観点から連携施策の方向性の検討してい

く。」としているところである。 

地方創生をより一層推進するためには，地方でできることは地方に任せるべきであること，関西広域連合には日

本海側に港を有する京都府及び鳥取県も参画しており，当該地域をも対象としたより広域的な観点から港湾機

能の継続の検討が可能となることから，港湾広域防災協議会の事務局機能を関西広域連合に移管すべきであ

る。 

なお，協議会の事務局機能を関西広域連合に移管することにより，各行政分野の調整を一元的に行うことが可

能となり（関西広域連合の分野事務の１つには防災も含まれている），行政の効率化を図ることもできると考え

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 関西においては、府県・指定都市を構成団体とする関西広域連合を設立しており、関西の広域行政の責任主

体として、政策の企画・調整機能の実績を積み重ねている。協議会の事務局機能を広域連合に移管することに

より、各行政分野の調整を一元的に行うことが可能となり行政の効率化を図ることができる。 

 日本海側に港を有する京都府及び鳥取県を構成団体としており、関西広域連合が事務局機能を担うことによ

り当該地域をも対象としたより広域的な観点から港湾機能の継続の検討が可能となる。 

 

根拠法令等 

港湾法第 50 条の４ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

鳥取県 

 

－ 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 269 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

区域区分の決定・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定権限の移譲 

 

提案団体 

松原市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

都市計画法第 15 条第 1 項において「次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定め

る。  

一  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 

二  区域区分に関する都市計画」と規定されているが、区域区分の決定と都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針について、市への権限移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

 本市が市街化区域への編入を希望している区域であっても、大阪府が定める区域区分変更の基本方針に適

合しない場合は、市街化区域へ編入できない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 大阪府では、通常５年毎に区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分）の見直しを行っており、その際、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に整合する区域区分変更の基本方針を定めている。しかし、市が

独自のまちづくりを進めようとする中、区域区分の見直しの時期や基本方針により、市が進めようとするまちづく

りは、限定されたものとなっている。 

 区域区分の決定と都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の権限を市に移譲することで、市独自のまち

づくりが展開でき、開発事業等の計画に合わせた迅速な対応が可能となると考えている。 

 

根拠法令等 

都市計画法第 15 条第 1 項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省（提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案） 

 

管理番号 272 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

国庫補助事業を活用して取得した財産の目的外使用の承認基準緩和について 

 

提案団体 

特別区長会 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

国庫補助事業を活用して取得した道路用地等を目的外に使用する場合の補助金適正化法第 22 条に関する国

土交通省基準の緩和を求める。現行の基準では、貸付等により収益がある場合、収益は補助対象施設の整備

費及び維持管理費相当額を除き国庫に納付することとなっているが、これを緩和し、整備前においても将来の

整備費等に充当する目的の基金に積み立てることをなどを条件に、地方公共団体の歳入にできるようにするこ

とを求める。 

 

具体的な支障事例 

【緩和の必要性】 

 国庫補助事業を活用して取得した財産を目的外で使用するケースとして、例えば道路事業用地を取得した場

合で、全ての道路予定地を取得完了するまでの間、先行して取得した土地を暫定的にコインパーキングやモデ

ルルームなどに有償で貸し付ける、といったことが考えられる。 

 しかしこの場合、まだ整備工事を行っていないため、施設整備費や維持管理費等は発生しておらず、収益発

生額を国庫に納めなければならないと解される。地方公共団体としては活用しても十分な歳入が得られないた

め、閉鎖管理したほうがよいという判断をせざるを得ないのが実情である。 

 結果として土地のポテンシャルが活かされることない未利用地となり、不合理である。緩和により土地利用を推

進するよう求めたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

土地を有効活用することで土地利用の推進及び税外収入（管理・整備費等の確保）に寄与する。 

 

根拠法令等 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 22 条、同施行令第 13 条 

国土交通省通知「都市局所管補助事業等にかかる財産処分承認基準について（国都総第 2449 号、H20.12.22） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

廿日市市、熊本市 

 

○本市では、国庫補助事業を活用して広場整備を実施しており、第一期整備、第二期整備に分けて整備を行っ

ている。第一期整備後の現在においてバスターミナルの発券所として貸付し、目的外使用を行っており、「社会

資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等の取扱い、額の確定及び財産処分承認基準等要領」に



基づき、その収益は施設整備費、維持管理費を除き国庫に納付している。しかし、将来の第二期整備でも整備

費が発生するため、整備前においても将来の整備費を施設整備費の対象とできるよう求めるもの。 

○収益を国庫に納付する必要があることから、目的外使用は市にとってメリットがなく、積極的な土地利用になら

ない。財政状況が厳しい市町にとって貴重な税外収入となるよう緩和を求める。 

 
 


